
○
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
三
十
五
号

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
第
七
条
の
三
の
規
定

に
基
づ
き
、
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
た
め
に
必
要
な

図
書
を
定
め
る
件
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、

当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

第
一

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と

第
一

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
第
七
条
の
三
の
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

い
う
。
）
第
七
条
の
三
の
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
た
め
に
必
要
な
図

法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
た
め
に
必
要
な
図

書
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八

書
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
当
該
図
書
に
お
い
て
は
同
表
の
下

十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る

欄
に
掲
げ
る
内
容
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

者
に
あ
っ
て
は
次
の
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
条
第
六
項
又
は
第
七

項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
表
二
の
上
欄
に
掲
げ

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

る
も
の
（
長
期
使
用
構
造
等
と
す
る
た
め
の
措
置
及
び
維
持
保
全
の
方
法
の
基
準

（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
九
号
）
第
３
の
６

に
お
い
て
適
用

仕
様
書
（
仕
上
げ
表

部
材
の
種
別
、
寸
法
及
び
取
付
方
法

（４）

す
る
第
３
の
６

及
び

②
の
基
準
に
適
合
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
し
て
当
該
確

を
含
む
。
）

（２）

（３）

認
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
場
合
は
、
次
の
表
二
及
び
表
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の

）
と
し
、
当
該
図
書
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
明
示
す

各
階
平
面
図

点
検
口
の
位
置

る
も
の
と
す
る
。

一

断
面
図
又
は
矩
計
図

縮
尺
、
小
屋
裏
の
構
造
、
各
階
の
天
井
の
高
さ
、
天

井
の
構
造
、
床
の
高
さ
及
び
構
造
並
び
に
床
下
及
び

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

基
礎
の
構
造

仕
様
書
（
仕
上
げ
表

部
材
の
種
別
、
寸
法
及
び
取
付
方
法

基
礎
伏
図

縮
尺
、
構
造
躯
体
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

を
含
む
。
）

小
屋
伏
図

縮
尺
並
び
に
構
造
躯
体
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

各
階
平
面
図

点
検
口
の
位
置

各
種
計
算
書

構
造
計
算
そ
の
他
の
計
算
を
要
す
る
場
合
に
お
け
る

断
面
図
又
は
矩
計
図

縮
尺
、
小
屋
裏
の
構
造
、
各
階
の
天
井
の
高
さ
、
天

当
該
計
算
の
内
容

井
の
構
造
、
床
の
高
さ
及
び
構
造
並
び
に
床
下
及
び

基
礎
の
構
造

基
礎
伏
図

縮
尺
、
構
造
躯
体
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法



小
屋
伏
図

縮
尺
並
び
に
構
造
躯
体
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

各
種
計
算
書

構
造
計
算
そ
の
他
の
計
算
を
要
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
計
算
の
内
容

二
図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

設
計
内
容
説
明
書

住
宅
の
構
造
及
び
設
備
が
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る

こ
と
の
説
明

配
置
図

縮
尺
、
方
位
、
敷
地
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建

築
物
の
位
置
、
申
請
に
係
る
建
築
物
と
他
の
建
築
物

と
の
別
及
び
配
管
に
係
る
外
部
の
排
水
ま
す
の
位
置

仕
様
書
（
仕
上
げ
表

部
材
の
種
別
、
寸
法
及
び
取
付
方
法

を
含
む
。
）

各
階
平
面
図

縮
尺
、
方
位
、
間
取
り
、
居
室
の
寸
法
、
階
段
の
寸

法
及
び
構
造
、
廊
下
及
び
出
入
口
の
寸
法
、
段
差
の

位
置
及
び
寸
法
、
壁
の
種
類
及
び
位
置
、
通
し
柱
の

位
置
、
筋
か
い
の
種
類
及
び
位
置
、
開
口
部
の
位
置

及
び
構
造
、
換
気
孔
の
位
置
、
設
備
の
種
別
、
点
検

口
及
び
掃
除
口
の
位
置
並
び
に
配
管
取
出
口
及
び
縦

管
の
位
置

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各
部
分
の
寸
法

及
び
算
式



二
面
以
上
の
立
面
図

縮
尺
並
び
に
小
屋
裏
換
気
孔
の
種
別
、
寸
法
及
び
位

置

断
面
図
又
は
矩
計
図

縮
尺
、
建
築
物
の
高
さ
、
外
壁
及
び
屋
根
の
構
造
、

軒
の
高
さ
、
軒
及
び
ひ
さ
し
の
出
、
小
屋
裏
の
構
造

、
各
階
の
天
井
の
高
さ
、
天
井
の
構
造
、
床
の
高
さ

及
び
構
造
並
び
に
床
下
及
び
基
礎
の
構
造

基
礎
伏
図

縮
尺
、
構
造
躯
体
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法
並
び
に

床
下
換
気
孔
の
寸
法

各
階
床
伏
図

縮
尺
並
び
に
構
造
躯
体
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

小
屋
伏
図

縮
尺
並
び
に
構
造
躯
体
の
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

各
部
詳
細
図

縮
尺
並
び
に
断
熱
部
そ
の
他
の
部
分
の
材
料
の
種
別

及
び
寸
法

各
種
計
算
書

構
造
計
算
そ
の
他
の
計
算
を
要
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
計
算
の
内
容

状
況
調
査
書

建
築
物
の
劣
化
事
象
等
の
状
況
の
調
査
の
結
果

工
事
履
歴
書

新
築
、
増
築
又
は
改
築
の
時
期
及
び
増
築
又
は
改
築

に
係
る
工
事
の
内
容

三
図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項



配
置
図

空
気
調
和
設
備
等
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
空

気
調
和
設
備
等
を
い
う
。
）
及
び
当
該
空
気
調
和
設

備
等
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
同
号
に
規
定

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
い
う
。
）
の
向
上
に

資
す
る
建
築
設
備
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
設
備
」
と
い
う
。
）
の
位
置

仕
様
書
（
仕
上
げ
表

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
設
備
の
種
別

を
含
む
。
）

各
階
平
面
図

各
室
の
名
称
、
用
途
及
び
寸
法
並
び
に
設
備
の
位
置

用
途
別
床
面
積
表

用
途
別
の
床
面
積

二
面
以
上
の
立
面
図

外
壁
、
開
口
部
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
設

備
の
位
置

機
器
表

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
設
備
の
種
別
、
位
置
、

仕
様
、
数
及
び
制
御
方
法

第
二

第
一
の
表
一
か
ら
表
三
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
図
書
に
明
示
す
べ
き
事
項
を

第
二

第
一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
図
書
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
当
該
図
書
以
外
の

当
該
図
書
以
外
の
図
書
に
明
示
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
の
規
定
に
か
か
わ

図
書
に
明
示
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
図
書

ら
ず
、
当
該
図
書
に
当
該
事
項
を
明
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

に
当
該
事
項
を
明
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
三

（
略
）

第
三

（
略
）



附

則

こ
の
告
示
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


